
第１３号議案  

 

「中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び  

費用弁償に関する条例」の一部改正に係る意見について  

 

上記の議案を提出します。  

 

 

 

令和７年（２０２５年）１月２４日  

 

 

 

提出者  中野区教育委員会教育長  田代  雅規  

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

「中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁  

償に関する条例の一部を改正する条例」案を令和７年第１回中野区  

議会定例会に議案として提出するため、地方教育行政の組織及び運  

営に関する法律第２９条の規定に基づき、区長から意見を求められ  

たので、意見を申し出る必要がある。  



「中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用  

弁償に関する条例」の一部改正に係る意見について  

 

 「中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁  

償に関する条例の一部を改正する条例」案を令和７年第１回中野区  

議会定例会に議案として提出するため、地方教育行政の組織及び運  

営に関する法律第２９条の規定に基づき、区長から意見を求められ  

た別紙案文について同意する。  

 





中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例  

 

中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償

に関する条例（昭和３１年中野区条例第１４号）の一部を次のように

改正する。  

別表教育委員会の項中「２９３，０００円」を「３０６，０００

円」に改め、同表選挙管理委員会の項中「２８１，０００円」を「２

９３，０００円」に、「２５４，０００円」を「２６５，０００円」

に改め、同表監査委員の項中「１３７，０００円」を「１４３，００

０円」に、「２８１，０００円」を「２９３，０００円」に改める。  

  附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 



中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

委員会等 委員等の職 報酬の額 

教育委員会 委員 月額３０６，０００円 

選挙管理委員会 委員長 月額２９３，０００円 

委員 月額２６５，０００円 

補充員 日額８，６００円 

監査委員 議員のうちから選任され

る監査委員 

月額１４３，０００円 

識見を有する者のうちか

ら選任される監査委員 

月額２９３，０００円 

 

委員会等 委員等の職 報酬の額 

教育委員会 委員 月額２９３，０００円 

選挙管理委員会 委員長 月額２８１，０００円 

委員 月額２５４，０００円 

補充員 日額８，６００円 

監査委員 議員のうちから選任され

る監査委員 

月額１３７，０００円 

識見を有する者のうちか

ら選任される監査委員 

月額２８１，０００円 

 

備考 （略） 備考 （略） 

  

   附 則  

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 


